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 異次元の少子化対策はどこへ⾏った…︖ 
2024 年税制改正大綱 
今月は 2023 年 12 月 14 日に発表さ
れた 2024 年度税制改正大綱の内容
について解説します。 

不動産税務や相続税贈与税などのいわ
ゆる資産税については、今年は⼩粒の改
正が目⽴ちました。大きいものとしては
元々2024 年居住からローン残⾼上限
が少なくなる予定だった住宅ローン控除
について、子育て世代に限り 2023 年
までと同額の控除が受けられるようにし
たこと、住宅資⾦贈与が若⼲の変更を
⼊れつつ無事延⻑されたこと、その他の
買換特例なども無事そのまま延⻑され
たことくらいでしょうか。それよりも今回の税
制改正に先んじて発表されたマンション評
価の増額改正（前月号参照）のインパ
クトが大き過ぎて、もはやこれらの改正は
どうでもよくなってしまうくらいです。今年は
その他法⼈税関係の改正が多少多めに
入ったかなというくらいですが、やはり消費
税インボイス制度も始まったばかりであまり
多岐に渡る税制改正を⾏うタイミングで
はなかった、ということでしょうか。 

扶養控除も生保控除も 
それよりも気になったのは、昨年の防衛
増税のように近年役⼈が好んで使って
いる「将来検討項目」なるものです。結
局は今年の改正に盛り込むことができな
かったがいずれ改正したいものについて
先送りにしつつ内容だけ公表する、とい
うやり方ですが、おそらく新聞報道などで
さも決まったかのように触れ込むことで通
しにくい法案の既成事実を作ってしまお
うという魂胆でしょう。児童手当を拡大
させる代わりに扶養控除を縮減させると
いう全く意味のない改正すら検討項目
に残しました。こんな最悪の改正を通し
たいのは役⼈（財務省︖）くらいしか
いません。現リーダーたる時の首相が「そ
れでは意味がないので扶養控除はその
まま残します」と一言言えばいいのですが
…それでも決定を先延ばしにできたのは
世論のおかげでしょう。同じ検討項目で
ある⽣命保険料控除の増額も的外れ
もいいところです。「定額減税」なる 1 ⼈
あたり 4 万円の給付⾦も手間が掛かる
だけで他にやることはいくらでもあると思う
のですが皆様いかがでしょうか。 

今月のコメント 
早いもので本年最後のニュースレターとなり
ました。 

皆様本年も大変お世話になりました。 

今年は名実ともにコロナ禍が明けて旅⾏や
飲み会を制限なく⾏うことができるようにな
りホッとしています。個⼈的な振り返りとして
は暑すぎる夏とマン U 不振、LUNASEA
セルフカバーなどでしょうか。 

年末年始休暇は 12 月 28 日(木)から 
1 月 3 日(水)まで頂く予定です。 

ご不便をお掛けしますが、ご理解の程よろ
しくお願い申し上げます。 

来年も引き続き宜しくお願い致します。 

税理⼠ 岡本勲 
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-
10-15 エキスパートオフィス渋谷 9 階 
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